
平成 2

原 告

被 告

1年 (フ)第 38867号  損 害賠償等請求事件

二 本 松 進  外 2 名

東 京 都  国

東京地方裁判所民事第10部 は係 御 中

被告東京都指定代理人

同

同

同

同

〇

(■)

石

溢

宮

篠

大

澤

澤

本

時

西

泰

貴

英

威

平成 22年 5月 21日

G

！佳 ‐ 1 二



司

‐

C

被告東京都は、本準備書面において、原告 らの 201o年 (平成 22年 )3月

10日 付け 「訴え変更申立書」による訴え変更後の請求の趣 旨に対する答弁及び

同 日付け 「準備書面 1」 (以下 「原告 ら準備書面 1」 とい う。)に 対する認否を

す る。

なお、略語は、被告東京都の答弁書の例による。

第 1 変 更後の請求の趣旨に対する答弁

1 原 告 らの被告東京都に対する請求をいずれ も棄却する

2 原 告 らと被告東京都 との間に生 じた訴訟費用は、原告 らの負担 とす る

との判決 を求める。

なお、仮執行の宣言を付するのは相当でないが、仮にその宣言をな される

場合においては、担保 を条件 とする仮執行免脱の宣言を求める。

第 2 原 告ら準備書面 1に 対する認否

1 第 1 当 事者等について

(1)1に ついて

不知。

(2)2に ついて

渡邊巡査部長 らが、本件当日午前 8時 ころ、東京都中央卸売市場築地市

場周辺における違法駐車車両の取締 りに従事 していたこと、警視庁築地警

祭署長 (以下 F築地署長」 とい う。)カミ原告進に係 る公務執行妨害及び傷

害被疑事件 (以下 「本件被疑事件」とい う。)を 東京地方検察庁検察官に

送致 したことは、認める。

その余は不知。

(3)3に ついて

不知。
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惚)4に ついて

本件被疑事件 の現場の状況が原告 ら準備書面 1添 付の別紙図 1(以 下 「原

告 ら現場見取図」 とい う。)記 載 の とお りであるとの点は、否認す る。

その余 は不知。

2 第 2に ついて       、

(1)1及 び 2に ついて

不知。

0 3に ついて

本件車両の駿車場所が原告ら現場見取図のF地 点であるとの点及び同地

点が交差点の側端から5メー トル以上離れていたとの点は、否認する。

その余は不知。

0 4に ついて

渡邊巡査部長らが本件車両の前方から同車両に近づいたことは、認める。

その余は否認する。

例 5に ついて

原告″どが、渡邊巡査部長らの姿を見て、本件車両を原告ら現場見取図

のF地 点からG地 点に進行させたとの点は、否認する。

その余は不知。

働 6に ついて

ア 第 1段落について

原告進が本件車両の付近に現れたこと、本件車両が本件道路の左側端

に沿つて駐車していたこと、高稿巡査長が本件車両の運転席の右側の前

方付近に立ったことがあることは、認める。

その余は否認する。

イ 第 2段落について

高楠巡査長グ原告進に対して本件車両の駐車場所が駐停車禁上場所で
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ある旨告げたことは、認める。

その余は否認する。

ウ 第 3段 落について

原告進が高稿巡査長に対 して本件車両の取締 りについて不満を述べた

ことは、認める。

その余は否認する。

0 7に ついて

渡違巡査部長が、本件車両の後方の本件道路上に設置 されている駐車禁

止標識及び 「5-12の 貸物の集配中の貨物車を除 く」 と表記 されている

補助標識 (以下、上記駐車禁止標識及び補助標議を針せて 「本件標識」と

いう。)の 設置場所まで原告進を同道したこと、原告進に対して本件道路

上に駐車している貨物車両は、補助標議により駐車違反とはならない旨を

告げたこと、教台の貨物車両が本件車両後方の本件道路上に駐車していた

ことは、認める。

その余は否認する。

岡 8に ついて

原告進が、渡邊巡査部長と本件車両に戻る途中、同巡査部長に対して抗

議をしたこと、渡邊巡査部長が改めて本件車両が駐停車違反となる旨を説

明したことは、認める。

その余は否認する。

(8)9に ついて

高稿巡査長が、原告進に対し、本体車両が乗用車であり、本件標識によ

つて駐車禁止から除外される貨物車ではない旨を告げたこと、この際、渡

邊巡査部長らと原告進の様子を見ていた通行人が本件道路付近の歩道上に

いたことは、認める。

その余は否認する。
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働 10に ついて

否認する。

住0 11に ついて

高楠巡査長が原告進に対して運転免許証の提示を求めたこと、これに対

して原告進が抗議したことは、認める。

ただし、高稿巡査長が運転免許証の提示を求めた相手は、原告進だけで

はなく、同人と原告  、の2名 である。        1

その余は否認する。

llD 12に ついて

高稿巡査長が築地署に無線機により応援要請をしたことは、認める。

その余は否認する。

は9 13に ついて

否認する。

位9 14に ついて

パ トカーがサイレンを吹鳴しながら本件道路に到着したことは、認める。

その余は否認する。

側 15に ついて

本件道路に駆けつけた築地署員が原告進に手錠を掛けてパ トカーの後部

座席に乗車させたことは、認める。

その余,ま否認する。

働 16に ついて

築地署員が原告進を連行したこと、原{ 11品ミ本件車両の助手席に乗車

していたことは、認める。

その余は否認する。

第 3に ついて

築地署rll組課中島警部補及び同F-8巡査部長前橋淳一
(以下 「前橋巡査部長」
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といい、高名 を併せて 「中島警部補 ら」 とい う。)カミ、築地署に連行 された

原告進を取 り調べたこと、原告進が本件被疑事件の被疑事実を否認 したことご

築地署員が原告進の取調べが終了 した後に同人を病院に連れて行つたこと、

原告進が医師の診祭を受けて薬を処方 されたこと、築地署員が原告進を留置

したこと、平成 19年 10月 12日 、築地署長が本件被疑事件を原告進の身

柄 とともに東京地方検察庁検察官に送致 したことは、認 める。

iそ曾合
は否認=ゃ。とi/う|‐_う六王ぅ

4 第 4に ついて

は)1な い し4に ついて

相被告国に関する事項につき、認否 しない。

例  5に ついて

平成 19年 10月 21日 、中島警部補 らが原告進の案内に基づき引当 り

捜査を実施 したことは、認める。

ただ し、同捜査の実施者は、中島警部補 らを含 めて 4名 である。

倒 6に ついて

相被告国に関する事項につき、認否 しない。

惚)/7に ついて

. 否認する。   吾|ユ“=十

6)8に ついて

相被告国に関する事項につき、認否 しない。

(6)  9に ヤDVヽヤ
C

築地署員が原告進を東京地方裁判所に連行 したこと、平成 19年 10月

29日 、築地署員が原告進を釈放 したことは認める。

5 第 5に ついて

争 う。

6  第 6に ついて
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相被告国に関す る事項につき、認否 しない。

7 第 7及 び同 8に ついて

争 う。

第 3 被 告東京都の主張

追つて、準備書面を提出する。
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